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目的 
  文科省が2023年10月に公開した調査結果によると、
2022年度に年間30日以上欠席した小中学生は過去最多
の約29万9千人であり、うち4割は学校内外の相談機
関に相談をしていない。一方、フランスにおいては1882
年より月2日以上の医師の診断のない休みがある生徒に
対し学校側に対応を求めている。子どもの権利を確実に

するために予防的に早期に状況に対応することが特徴で

ある。学校や教育の役割についての考え方、また、具体

的な対応とその目指しているものを明らかにする。 
 

方法 
  2023年9月から10月にフランスの教育省、パリ市の
不登校支援校2校、行動問題がある子どもの教育支援機
関、小児病院にてヒアリング調査を実施した。 
 

結果 
1. 子どもの欠席について原因を理解し方法を提案する
役割を親ではなく学校に求めている。保育や義務教育は

子どもの権利が守られていることを保障する期間と位置

付けられている。 
2.世界人権宣言の26条教育の目的をフランスでは「その
人らしさの開花」(日本では「人格の完全な発展」)とし
ている。学校で教育を受ける意味は「聡明で自由を得た

市民になるため」であり、教育を受け自ら情報収集し思

考することができれば影響を受けたりプレッシャーに負

けることなく大事だと思うことについて自ら判断するこ

とができる、自分で判断できることが自由であり、市民

として必要なことであるとされている。 
教育と学習は区別され、教育は社会的心理的能力を含む、

社会内で活動するために必要な知識と実践の習得、生き

るためのノウハウとされている。 
3.学校に行かないことは、成績の悪化や調子の悪さのよ
うに「行動の変化」として理解され、改善まで専門職が

対応することが求められている。 
4.「学校によるネグレクト」という言葉が使われ、子ど
ものニーズに応えることができていない、子どもに合っ

た学び方を用意できていない状況に対し環境の改善が目

指される。つまり、子どもの不調は個人的なものでなく

所属する集団によるものであると理解されている。具体

的には子どもの周りに多職種の専門職を配置することで

より良く子どものニーズを把握し方法を提案できるよう

にしている。子どもが話せる場所、親子が対話できる方

法、子どもの周りに話せる大人を増やす手続きがされ、

子どもがよりニーズや希望を主張できるよう工夫される。 
5.コミュニケーションの問題や集団内での振る舞いにつ
いて短期集中で取り組む方法を用意している。不登校支

援校では子どもの歴史を前向きなものに捉え直すことに

取り組むことで今後の人生も前向きに構築していけると

考えられており対話の時間を多く設けている。 
6.家族に対する包括的なケアによって状況の改善を試み
る。国家資格を有する専門職が定期的に自宅に通い親子

への具体的な支援をする在宅教育支援、心理医療センタ

ーでのケアや医療も積極的に活用される。 
7.妊娠4ヶ月から2歳までの環境が学齢期に大きく影響
するとして積極的なケアの対象期間にしている。病気や

障害の予防と位置付けている。 
 

考察 
  日本においては学校側に解決を必ずしも求めていない
ため、親の対応によって子どもの権利の保障の程度が左

右されるリスクがある。一方、フランスにおいて子ども

の不調は個人的なものではなく教育政策の結果と捉えら

れ学校に調整を求めている。学校に合わない子どもがい

るのではなく、学校に全ての子どもに対応し子どもの権

利を守るよう求めている。義務教育は3歳から朝8時半
から16時半までと厳しい。「親の子どもではなく国の子
どもである」と表現されるが、社会統合とより良い社会

の未来を実現するため「責任ある市民」を教育によって

育てようとしている価値観が窺える。 
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